
静岡県教育委員会

ＨＰ用ＨＰ用

令和４年度 教育委員会 第８回定例会 議案

１ 日 時 令和４年７月22日（金） 午前9時30分

２ 場 所 教育委員会議室

３ 日 程

（１）開 会

（２）議 案

第 14 号議案 ふじのくに学校教育情報化推進計画の策定 … １

第 15 号議案 国際バカロレア機構による認定に向け申請する学校の選定 … ７

（３）閉 会



、



第 14 号議案

ふじのくに学校教育情報化推進計画の策定

学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年法律第 47 号）第９条の規定

に基づき、別冊のとおりふじのくに学校教育情報化推進計画（令和４年度～令

和７年度）を策定する。

令和４年７月 22 日提出

静岡県教育委員会教育長
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第 14 号議案【補足資料】 令和４年７月 22 日

（教育ＤＸ推進課）

１ 要 旨

学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年法律第 47 号。以下、「法」という。）に基づき、

「ふじのくに学校教育情報化推進計画（以下、「県計画」という。）」を策定する。

２ 経 緯

３ 計画の概要

４ 計画案に対する主な意見と対応

（１）教育委員

「ふじのくに学校教育情報化推進計画」の策定

R4.3.7 教育委員協議会にて、県計画骨子案を協議

4.21 国計画案の公表（現時点で未公表）

5.25 教育委員協議会にて、県計画案を協議

6.6～6.26 パブリックコメント

位 置 付 け
法に基づき、国計画を基本として県が定める、学校教育の情報化の推進に関する

施策を総合的・計画的に実施するための計画

目 的
情報・情報技術を適切・効果的・創造的に活用できる能力を有し、他者と協働し

て新たな価値を創造する社会の実現に貢献できる人材の育成

期 間
令和４年度から令和７年度（教育振興基本計画と整合）

※技術革新のスピードの速い ICT 分野の特性を踏まえ、必要に応じて見直し

構 成

１ 計画の策定にあたって （趣旨、位置付け、期間、対象）

２ 学校教育の情報化の現状と課題 （児童生徒、教職員、環境整備、体制・校務）

３ 基本方針 （基本理念、基本方針、施策を進める上での共通の視点、指標設定）

４ 基本方針に基づく取組 （スクール DX、これまでの取組、取組の展開、主な取組）

５ 計画の推進 （進捗管理体制）

意 見 意見に対する考え

本計画のままでは「教育 DX 推進」には程遠い

と言わざるを得ない。教育 DX を推進する姿勢

をもっと明確にし、その効果と狙いに関して子

供達にどのような将来像を示すのか、先進的且

つ戦略的な検討を更に重ねて頂きたい。

DX 推進の対象は現状をベースとした校務や

教育現場の業務よりも教育のあり方そのもの。

遥かに革新的な教育 DX を目指さねばデジタル

化だけにエネルギーと時間を奪われ、既に出遅

れている日本の教育改革が世界から更に大き

く立ち遅れてしまうことになる。

デジタル化や ICT の利活用は、教育のデジタ

ルトランスフォーメーションではない。本計画

は前者に係ることが中心であり、後者について

のビジョンが殆ど見えない。

→意見を踏まえ案を修正する

御指摘のとおり、本県が目指す「スクール

DX」は、従来のアナログな学習・校務へのデジ

タル技術の導入にとどまらず、デジタル技術や

データの活用に適した仕組みへの組み換え、学

びや学校運営の高度化や校務の効率化、ひいて

は、全県での知見の共有と新たな教育価値の創

出を図るものである。

御意見を踏まえ、「３（１）基本理念」（P6）

の３段落目に AI 等の先端技術の活用を前提と

した教育への変革の必要性を記載するととも

に、「４基本方針に基づく取組」（P10）の４段落

目にスクール DX に向けた行程を、５段落目に

その実現により目指す将来像を具体的に追記

する。
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（２）パブリックコメント（令和４年６月６日～６月 26 日）

○提出状況：11 人から 26件（以下、主な意見と対応）

５ 今後の予定

意見の概要（抜粋） 意見への対応（抜粋）

時間外在校等時間が月当たり 45 時間

を超える教職員の割合を 0％とする目標

値が設定されているが、デジタル化を進

めるだけで教職員の時間外在校等時間を

大きく削減できるか疑問に思う。

→意見を踏まえ案を修正する

働き方改革は、ICT の活用だけでなく、人的支援、

業務の削減・分業化・効率化等の重層的な業務改善の

もとに推進するものであるため、「４（４）ア ICT の校

務効率化への活用を通じた教職員の負担軽減」（P21）

の「取組の展開」の１点目にその旨を追記する。

教員の ICT 活用指導力の底上げのため

には、ICT 機器の操作等に不慣れな教員

への支援も必要。

→意見を踏まえ取り組む

４（２）ア（P15）に記載のとおり、総合教育センタ

ーを中心とした教職員研修と併せ、民間の事業者等と

も連携し、教員育成指標に基づくキャリアステージに

応じた ICT 活用指導力を育成できるよう、研修を実施

していく。

学校現場の情報担当教員等の負担軽減

となるよう、支援体制を強化してほしい。

→意見を踏まえ取り組む

４（２）イ（P16）に記載のとおり、今後、県立学校

においては、GIGA スクール運営支援センターを設置

し、学校現場の教職員に対し、常設のヘルプデスクに

よる保守運用支援やICT支援員による教職員のICT活

用能力向上に向けた校内研修の実施など、各学校のニ

ーズに応じたきめ細かく実効性の高い支援を行って

いく。

国や市町をはじめとする多様な関係機

関等との広域的な連携体制を確保してい

く中で、個人データの共有については、

個人情報の取扱いの部分で課題が多いよ

うに思う。

→意見を踏まえ取り組む

４（３）イ（P19～20）に記載のとおり、個人情報の

適正取扱いと情報セキュリティの確保のため、「静岡

県教育情報セキュリティポリシー」を定めているが、

関係機関との連携における個人データの共有につい

ては、４（P10）に記載のとおり、データ連携するデジ

タルプラットフォームの検討において、個人情報保護

等に十分留意すること、また今後、国の教育データの

標準化に関する動向を踏まえ、慎重に取扱いを検討し

ていく。

７月末 計画及びパブリックコメントに対する対応を公表

８月 県立学校、市町教育委員会等関係機関あて周知
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ふ
じ
の
く
に
学
校
教
育
情
報
化
推
進
計
画
（
案
）
に
対
す
る
意
見
を
受
け
た
修
正

【
P
6
】

修
正
前

修
正
後

本
県
は
、
富
国
有
徳
の
「
美
し
い
“
ふ
じ
の
く
に
”
づ
く
り
」
の
礎
と
な
る

「
有
徳
の
人
」
の
育
成

を
、
教
育
の
基
本
理
念
と
し
て
い
ま
す
。「

有
徳
の
人
」

は
、
自
ら
の
個
性
に
応
じ
て
「
才
」
を
磨
く

と
と
も
に
、
自
他
を
大
切
に
し
な

が
ら

「
徳

」
を

積
み

、
そ

れ
ら
を

生
か

し
て
社

会
や

人
の
た

め
に
貢

献
す

る

「
才
徳
兼
備
」
の
人
を
現
し
て
い
ま
す
。

一
方

、
令

和
３
年

（
2
0
2
1
年

）
１

月
の

中
央
教

育
審
議

会
答

申
に
お

い
て

は
、
2
0
2
0
年
代
を
通

じ
て
実
現
を
目
指
す
学
校
教
育
を

「
令
和
の
日
本
型
学

校
教
育
」
と
し
て
い
ま

す
。
そ
の
姿
は
「
全
て
の
子
供
た
ち
の
可
能
性
を
引
き

出
す

、
個

別
最

適
な

学
び

と
、
協

働
的

な
学
び

」
と

位
置
付

け
ら
れ

て
い

ま

す
。
こ
の
姿
は
本
県
が
目
指
す
「
才
徳
兼
備
」
の
「
有
徳
の
人
」
の
育
成
と
も

符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
現
の
た
め
に
は
、
I
C
T
は
学
校
教
育
の
基
盤
的
な

ツ
ー
ル
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

変
化
の
激
し
い
時
代
に
お
い
て
、
問
題
の
発
見
・
解
決
に
向
け
て
、
情
報
と

情
報

技
術

を
適

切
か

つ
効

果
的
、

創
造

的
に
活

用
で

き
る
能

力
を
有

し
、

場

所
、
時
間
、
言
語
等
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
、
他
者
と
協
働
し
て
新
た
な
価
値

を
創
造
す
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
で
き
る
人
材
の
育
成
を
目
指
し
ま
す
。
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に
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く
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」
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な
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の
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」
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を
、
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し
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有
徳
の
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」
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、
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性
に
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を
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と
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も
に
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を
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ら
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に
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す
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備
」
の
人
を
現
し
て
い
ま
す
。

一
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）
１

月
の

中
央

教
育
審

議
会
答

申
に
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は
、

2
0
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0
年
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「
令
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の
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本
型
学
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育
」
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の
子
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。
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兼
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人
」
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符
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も
の
で
す
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そ
の
実
現
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に
は
、
I
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学
校
教
育
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盤
的
な
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可
欠
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り
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技
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入
に
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ど
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ず
、
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、
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と
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先
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を
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提
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要
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こ
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献
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。

３
基

本
方

針

（
１
）
基
本
理
念

３
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１
）
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【
P
1
0
】

修
正
前

修
正
後

基
本

方
針

に
基

づ
く

取
組

を
進

め
る

に
あ

た
っ

て
は

、
そ

れ
ら

全
体

を
横

断
・

俯
瞰

す
る

取
組

と
し

て
、
デ

ジ
タ

ル
技
術

を
活

用
し
て

学
校
教

育
を

変

革
し
最
適
化
を
図
る
「

ス
ク
ー
ル

D
X
」
を
推
進
し
ま
す

。
ま
た
、
そ
の
基
盤

と
な

る
統

合
的

な
ツ

ー
ル

と
し
て

、
学

校
現
場

で
利

用
さ
れ

る
様
々

な
電

子

シ
ス
テ
ム
や
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
間
の
連
携
を
図
る
「
静
岡
型

L
M
S
」
の
構
築
を

進
め
ま
す
。

本
県
が
目
指
す
「
ス

ク
ー
ル

D
X
」
は
、
従
来
の
ア
ナ

ロ
グ
な
学
習
・
校
務

へ
の

デ
ジ

タ
ル

技
術

の
導

入
に
と

ど
ま

ら
ず
、

デ
ジ

タ
ル
技

術
や
デ

ー
タ

の

活
用

に
適

し
た

仕
組

み
へ

の
組
み

換
え

、
学
び

や
学

校
運
営

の
高
度

化
や

校

務
の

効
率

化
、

ひ
い

て
は

、
全
県

で
の

知
見
の

共
有

と
新
た

な
教
育

価
値

の

創
出
を
図
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
「
静
岡
型

L
M
S
」
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な

L
M
S
が
有
す
る
学
習
履

歴
の

管
理

機
能

に
と

ど
ま

ら
ず
、

個
人

情
報
保

護
等

に
十
分

留
意
し

つ
つ

、

成
績
処
理
、
学
校
・
家
庭
間
の
連
絡
・
情
報
共
有
、
児
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生
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の
健
康
状
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、
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の
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時
間
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健
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教
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修
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ど
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な
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ル
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テ
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の
間

で
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連
携
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す
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デ
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タ
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検

討
し
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。
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ど
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図
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。
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岡
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と
し
て

、

一
般
的

な
L
M
S
が

有
す

る
学

習
履

歴
の

管
理

機
能

に
と

ど
ま

ら
ず

、
成

績
処

理
、
学
校
・
家
庭
間
の
連
絡
・
情
報
共
有
、
児
童
生
徒
の
健
康
状
況
把
握
、
教

職
員
の
勤
務
時
間
・
健
康
管
理
、
教
職
員
研
修
・
人
材
育
成
な
ど
、
多
様
な
ツ

ー
ル

・
シ

ス
テ

ム
と

の
間
で

の
デ

ー
タ
連

携
が

可
能
な

柔
軟
な

デ
ジ

タ
ル
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

構
築
を

、
個

人
情
報

保
護

等
に
十

分
留
意

し
つ

つ
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

「
ス

ク
ー
ル

D
X
」
の
実

現
に
向
け
た
本
計
画

期
間
内
の
取
組
と
し
て
、
県

が
保
有
す
る
各
種
教
育
デ
ー
タ
の
連
携
・
可
視

化
・
分
析
・
活
用
を
進
め
、
将

来
的

に
は

、
国

の
教

育
デ
ー

タ
標

準
化
と

も
連

動
し
、

小
中
高

の
各

教
育
課

程
を

通
じ

た
蓄

積
デ

ー
タ
の

活
用

等
が
可

能
と

な
る
よ

う
、
段

階
的

に
最
適

化
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

併
せ
て

、
先

に
掲

げ
た

４
つ

の
基

本
方

針
に

基
づ

き
、

学
校

現
場

が
こ
れ

ま
で
の

教
育

方
法

に
I
C
T
を

最
適

に
組

み
合

わ
せ

て
実

践
で

き
る

よ
う

、
県

の
関

係
部

局
や

市
町

教
育
委

員
会

等
の
多

様
な

関
係
機

関
と
の

連
携

の
も
と

に
、
新
た
な
教
育
の
あ
り
方
を
追
究
し
て
い
き
ま
す
。

４
基

本
方

針
に

基
づ
く

取
組

４
基

本
方
針

に
基

づ
く

取
組
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【
P
2
1
】

こ
れ
ら

の
取

組
を

相
互

に
連

携
・

発
展

さ
せ

な
が

ら
、

児
童

生
徒

に
お
い

て
は

、
学

習
進

度
や

理
解
度

に
応

じ
自
己

調
整

し
な
が

ら
個
別

最
適

な
学
び

と
協

働
的

な
学

び
を

一
体
的

に
充

実
し
て

い
く

こ
と
、

学
校
・

教
職

員
に
お

い
て

は
、

児
童

生
徒

一
人
一

人
の

学
び
を

最
大

限
に
引

き
出
し

つ
つ

、
主
体

的
な

学
び

を
支

援
す

る
伴
走

者
と

し
て
き

め
細

か
な
指

導
・
支

援
や

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
を

充
実

し
て
い

く
こ

と
、
県

に
お
い

て
は

、
E
B
P
M

に
よ
る
政
策
改
善
な
ど
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

修
正
前

修
正
後

■
取
組
の
展
開

・
県
が
令
和
４
年
（
2
0
2
2
年
）
３
月
に
改

訂
し
た
「
学
校
に
お
け
る
業
務
改

革
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
学
習
・
校
務
を
可
視
化
・
連
動
さ
せ
る
「
静
岡
型

L
M
S
」
を
活
用
し
た
働
き
方
改
革
を
推
進
し
、
授
業
改
善
と
校
務
効
率
化
を

進
め
ま
す
。

■
取
組
の
展
開

・
県

が
令
和
４
年
（
2
0
2
2
年
）
３
月
に
改
訂
し

た
「
学
校
に
お
け
る
業
務
改

革
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
人
的
支
援
、
業
務
の
削
減
・
分
業
化
・
効
率
化
等
の

重
層
的
な
業
務
改
善
に
加
え
、
学
習
・
校
務
を
可
視
化
・
連
動
さ
せ
る
「
静

岡
型

L
M
S
」
を
活
用
し
た
働
き
方
改
革
を
推
進
し
、
授
業
改
善
と
校
務
効
率

化
を
進
め
ま
す
。

４
基

本
方

針
に

基
づ
く

取
組

（
４
）
I
C
T
推
進
体
制
の
整
備
と
校
務
の
改
善

ア
I
C
T
の
校
務
効
率
化
へ
の
活
用
を
通
じ
た
教
職
員
の
負
担
軽
減

４
基

本
方
針

に
基

づ
く

取
組

（
４
）
I
C
T
推
進
体
制
の
整
備
と
校
務
の
改
善

ア
I
C
T
の
校
務
効
率
化
へ
の
活
用
を
通
じ
た
教
職
員
の
負
担
軽
減
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第 15 号議案

国際バカロレア機構による認定に向け申請する学校の選定

１ 国際バカロレア機構による認定に向け申請する学校を選定し、認定に向けた準備

を行うこととする。

(1) 校名

静岡県立志榛地区新構想高等学校（仮称）

２ 今後の予定

国際バカロレア機構へ関心校申請を行い、候補校、認定校の認定に向けた準備を

行う。

令和４年７月 22 日提出

静岡県教育委員会教育長
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第 15 号議案【説明資料】 令和４年７月 22 日

国際バカロレア機構による認定に向け申請する学校の選定について

１ 概要

「静岡県立高等学校における国際バカロレア教育の導入基本計画」を踏まえ、国

際バカロレア（ＩＢ）機構による認定に向け申請する学校を、志榛地区新構想高等

学校(仮称・令和６年度開校予定)とし、認定に向けた準備を行う。

２ 選定の考え方

ＩＢプログラムを活用して、多様性や自由を尊重する新しい教育の象徴となる県

立高校の実現を志榛地区新構想高校において目指す。

（志榛地区新構想高校の特徴）

・新設の高校であり学校のコンセプトを自由に設計することが可能

・多部制単位制で柔軟かつ多様な科目設定が可能（フレックスハイスクール）

・ＩＢが重視する探究活動、グローバル教育との親和性が高い

・富士山静岡空港に近く、国際的な交流の展開可能性が高い

３ 新構想高校における学び（モデルケース）

※ ＴＯＫ(知の理論)：ＩＢの考え方の基礎となる科目で探究学習の基礎力を養う。

 全教科で探究的に学び、社会へはばたく自信と意欲を持った生徒に

ビジネス・実学

　社会ですぐに役立つスキルを磨く

　科目）簿記、プログラミング、フードデザイン

芸術

　豊かな感性と創造的な表現力を養う

　科目）器楽、絵画、硬筆

理数

　興味・関心にとことん向き合い、得意を究める

　科目）数学Ⅱ・Ⅲ、数学発展演習、物理、化学、生物

必
修
科
目
＋
Ｔ
Ｏ
Ｋ

(

知
の
理
論
）

※

学
び
の
モ
デ
ル
（

一
例
）

　科目）ＩＢ英語、ＩＢ数学、ＩＢ国語、ＩＢ歴史、ＩＢ生物、ＩＢ芸術

　より平和な世界を築く人間性を育む
ＩＢ入試で

海外･国内大学へ

総合型選抜で
大学・短大へ

専門学校へ

就職・起業

Ｉ
Ｂ
科
目
を
選
択
履
修
可

国際バカロレア(ＩＢ)〈フルＤＰ(「ＤＰ資格」取得を目指す) 10人程度〉

（高校教育課）

【志榛地区新構想高校のイメージ】

①探究モデル校 ②グローバル拠点校

・世界にはばたくグローバル人材

の育成

・国内外のＩＢ校と連携

・探究学習で自己肯定感や意欲向上

・探究を通じて地域課題解決

・好きな時間に学べる自由なシステム

・多様な生徒･進路への対応

教育を推進する軸としてＩＢを活用

③

県

全

体

へ

の

波

及

＋
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４ スケジュール（予定）

開校時から探究活動を軸とした学習を展開し、令和８年度を目処にＩＢ教育導入

【参考１】ＩＢの概要

国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供する国際的な教育プログラムで、多

様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築くことに貢献

する、探究心、知識、思いやりに富んだ若者を育成することを目的とする。

（１）ＩＢの学習者像（ＩＢプログラムが育成を目指す人物像）

国際的な視野をもつ人間の育成を目指し、10 の人物像を示す。

（２）本県におけるＩＢ導入概要

（「静岡県立高等学校における国際バカロレア教育の導入基本計画」(R4.3)より）

年度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

内容

準備委員会

設置

導入校

決定

志榛新構想

高校開校

ＩＢ一期生

入学

ＩＢ授業

開始

・探究する人

・知識のある人

・考える人

・コミュニケーションができる人

・信念をもつ人

・心を開く人

・思いやりのある人

・挑戦する人

・バランスのとれた人

・振り返りができる人

項 目 内 容

コンセプト

・幅広い知識の探究スキル、課題発見・解決能力、コミュニケーション

能力等を育成するため、少人数（10 人程度）の双方向・協働型授業に

よる探究的学習を実践

・海外大学進学をはじめ、多様な進路希望に対応する履修形態や充実し

た進路支援

・国際バカロレアの教育理念を導入校全体で共有するとともに、県立高

校全体のグローバル教育及び先進的な探究学習の核となる拠点校を

目指す

導

入

形

態

プログ

ラ ム

デュアル・ランゲージ・ディプロマ・プログラム(ＤＬＤＰ)

※６科目中２科目以上を英語、他は日本語で実施。

本県では英語と数学を英語で、その他を日本語で実施予定

履 修

形 態

選択科目の履修
（個々のニーズに応じてフルＤＰ※１と一部科目履修※２とを選択可能）

※１ 海外大学受験に活用可能であるなどの国際的通用性を持つ「ＤＰ資格」の

取得を目指す。

※２ 一部ＩＢ科目を履修するが、「ＤＰ資格」の取得は目指さない。

規 模
・フルＤＰ：10 人

・一部科目履修（選択）：各ＩＢ科目 10 人程度（ＩＢ英語は 30 人程度）

認定校候補校

探究活動を軸にした教育

関心校

9



【参考２】志榛地区新構想高校(仮称)について

（１）概 要

（２）周辺図

※令和４年７月時点での計画であり、変更になる可能性もあります。

項 目 内 容

学 校 名 未定（令和４年９～10 月に校名募集予定）

開 校 年 度 令和６（2024）年度

設 置 場 所 現在の金谷高等学校の校地

募 集 定 員 160 人／年（※令和５年秋の入学定員発表で確定）

設 置 学 科 普通科

教 育 目 標

多様な生き方を尊重し、興味・関心や進路希望に応じた学習によ

って生徒の持つ能力や個性を伸長させ、社会や地域に積極的に参画

し貢献する自立した人材を育成する。

特 色

・多部制単位制の「フレックスハイスクール」で、大学のように自

分のペースで通学時間や時間割を決められる。

・生徒の興味・関心、進路希望等に応じて多様な科目を選択できる。
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第８回定例会 報告事項

番号 項 目 Page

報告

事項１
学校の働き方改革を踏まえた公立中学校における休日の運動部活動 P１

報告

事項２

令和５年度静岡県公立高等学校入学者選抜実施要領及び令和５年度

静岡県立高等学校中等部入学者選抜実施要領
P３



、



報告事項１ 令和４年 7月 22日

（件 名）

学校の働き方改革を踏まえた公立中学校における休日の運動部活動

（健康体育課）

１ 要旨

学校の働き方改革を踏まえた運動部活動改革の第一歩として、スポーツ庁は、運動部活動の

休日の段階的な地域移行に向けて、令和３年10月に『運動部活動の地域移行に関する検討会

議』を設置し、同会議が令和４年６月に、スポーツ庁に提言を提出した。

スポーツ庁は、今後、実践研究の事例集の作成及び普及、関連する諸制度の見直しの検討、

『運動部活動の在り方に関するガイドライン』（平成30年３月スポーツ庁策定）の改定、関係

団体への要請や次年度概算要求に向けた準備等、必要な施策を検討するとしている。

２ 提言の目的

(1) 学校の働き方改革に対応すること。

(2) 中学校等の生徒にとってふさわしいスポーツ環境を実現すること。

３ 提言の方向性

(1) 地域のスポーツ団体等と学校との連携・協働を推進すること。

(2) 中学校等の生徒にとってふさわしいスポーツ環境を実現するため、市町においては、スポ

ーツ主管部局が主体となり地域におけるスポーツ機会の確保、生徒の多様なニーズに合っ

た活動機会の充実、地域スポーツクラブの振興についても着実に取り組むこと。

(3) 休日の運動部活動は、段階的に地域移行していくことを基本とし、令和５年度から７年度

末を改革集中期間として地域移行を推進すること。

４ 提言において県に求められていること

(1) 市町村における進捗状況等を把握、指導・助言等の支援。

(2) 部活動指導員や外部指導者を確保するための仕組みを整備。

(3) 兼職兼業の運用に係る考え方等を整理。

(4) 休日の運動部活動の地域移行に向けた推進計画を策定、等。

５ 地域移行の課題

(1) 都市部と地方では地域差が大きく、一律に進めることは困難。

(2) 外部の受け皿が持続可能でなくてはならないが、人材や財源、施設について継続的に確保

できる見通しは立っていない（生徒の活動環境の喪失につながりかねない）。

(3) 費用負担の在り方（全額、受益者負担とするのでは、保護者の理解が得られない。家庭の

経済環境が子どもの活動を左右してしまう。一方で自治体も財政状況が非常に厳しい。）

(4) 休日の運動部活動の地域移行に関する県民の十分な理解 等。

６ 対応

現在の取組 今後の取組

・掛川市及び焼津市にて実践研究を実施。

・地域運動部活動研究委員会を開催し、実

践研究の評価・分析を実施。

・地域運動部活動連絡協議会を開催し、県

内の全市町に実践研究の成果や課題等の

情報を共有。

・県の地域移行に関する推進計画策定の協議を

運動部活動検討委員会にて開始し、推進計画

に関するスポーツ庁の通知を確認した上で、

教育委員会定例会に諮り策定。（スポーツ庁

通知は８～9月の見込み）

P1



、

P2



報告事項２－１ 令和４年７月22日

（件名）

令和５年度静岡県公立高等学校入学者選抜実施要領

（高校教育課）
１ 趣旨

令和５年度静岡県公立高等学校入学者選抜を実施するに当たり、別添のとおり実施要
領を定めた。日程等は以下のとおりである。

２ 日程

３ 主な改正点
(1) 学科改善等

ア 学校新設
伊豆伊東（普・商）

イ 学科新設
天竜（福）

ウ 学科改善
吉原工業（工）
改善前：機械、電子機械、電気電子、システム化学、数理工学
改善後：機械工学、ロボット工学、電気情報工学、理数化学

課 程 実 施 内 容
期間及び実施日

（全て令和５年）

全日制の課程
及び
定時制の課程

一般選抜
及び
特別選抜

願書受付
２月15日(水)～
２月17日(金)

志願変更受付
２月22日(水)
２月24日(金)

学力検査等（全日制）
３月２日(木)

学力検査・面接等（定時制）

面接・実技検査等（全日制）
３月３日(金)

追検査受検願受付

追検査 ３月９日(木)

合格者発表 ３月14日(火)

再募集

願書受付
３月16日(木)
３月17日(金)

面接等 ３月22日(水)

合格者発表 ３月24日(金)

単位制による
定時制の課程

一般選抜
（春季選抜）

一般選抜に準じて実施する。

秋季選抜

願書受付
８月９日(水）
８月10日(木)

基礎力検査及び自由表現等 ８月22日(火)

追検査 ８月24日(木)

合格者発表 ８月29日(火)

単位制による
通信制の課程

願書受付
３月19日(日)～
３月28日(火)
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エ 募集停止
伊東（普）、城ヶ崎分校（普）、伊東商業（商）
（伊東（定）は、伊豆伊東（定）として継続）

(2) 県外生徒特色選抜の新規設定
土肥分校（普）15％程度

(3) 保護者の県内への転居を伴わない、県外からの学校裁量枠への志願【制度新設】
学校の特色化、活性化に寄与する県外からの志願者が、学校裁量枠の選抜段階（「中

学校における学習」を除く。）の一つに志願できるようにする。

(4) 学校裁量枠の変更等

＜令和６年度入学者選抜に向けて＞
・中高の校長等を委員とした専門委員会を、10 月から今年度中に計３回程度実施し、
学校裁量枠について検証する。

・各高校は、今年度末までに「アドミッション・ポリシー（入学者受け入れに関する
方針）」を策定するので、それに沿った学校裁量枠の設定について検討していく。

＜現入学者選抜制度の検証＞
・平成 20 年度選抜から実施している現制度について、学識経験者及び教育関係者等で

の検証を予定している。
・専門委員会での協議も踏まえ、現制度の課題等を検証する。

(5) 外国人学校からの志願
本国が正規の教育機関として認可している外国人学校（県内では、南米系８校及び

朝鮮人学校１校）において、９年目の課程を修了した者について、志願を認める。

学校 選抜段階 理由

新
規

伊豆伊東（普、商）
文化的・体育的活動
アート類型への適性
中学校における学習

学校新設

追
加

熱海（普） 中学校における学習 学校の活性化
吉原工業（工） 学科への適性 学校の活性化

天竜（福）
体育的活動
中学校における学習

学科新設

湖西（普） 地域貢献 人材育成

廃
止

土肥分校（普）
観光ビジネス類型への適性
体育的活動
中学校における学習

県外生徒特色選抜
新設に伴う精査

削
減

熱海（普） 体育的活動
指導体制の継続が
困難

島田工業（工） 中学校における学習
共通枠との差別化
が困難

P4



【資 料】

令和５年度静岡県公立高等学校入学者選抜における学校裁量枠の状況等

１ 一般選抜実施校数等（分校及び春野校舎を１校と数える。）

① 学校裁量枠未設定校（５校５科）

南伊豆分校（農）、松崎（普）、稲取（普）、土肥分校（普）、春野校舎（普）

２ 学校裁量枠：「選抜において重視する観点」別学校数・科数

①「探究活動」を設定した学校（４校６科）

三島南（普）、富士市立（商、その他）、藤枝西（普）、榛原（普、理）

②「特別活動等」を設定した学校（１校１科）

藤枝西（普）

③ その他「地域貢献」を設定した学校（２校２科）

池新田（普）、湖西（普）

３ 学校独自選抜資料：学校独自選抜資料を使用する学校数・科数

① 適応力検査を実施する学校（９校11科）

三島南（普）、沼津工業（工）、吉原工業（工）、富士市立（商、他）、静岡城

北（国）、藤枝西（普）、島田工業（工２科）、浜松北（国）、浜松湖南（外）

② その他を実施する学校（２校３科）

榛原（普、理）口述検査、湖西（普）口頭検査

R５ R４

実施校・科
全日制：90 校 163 科

定時制：20 校 20 科

全日制：92 校 163 科

定時制：20 校 20 科

学

校

裁

量

枠

設定校・科
85 校 153 科

（全日制のみ）

88 校 154 科

（全日制のみ）

未設定校 ５校 ４校

学校独自選抜資料を用

いる学校・科
82 校 140 科 86 校 142 科

希望者を対象とする学

校裁量枠を設けた学

校・科

85 校 147 科 87 校 148 科

観 点 R５ R４

文化的・体育的活動 80 校 129 科 83 校 130 科

中学校における学習 70 校 120 科 72 校 121 科

学科等への適性 20 校 23 科 20 校 23 科

探究活動 ４校 ６科 ４校 ６科

特別活動等 １校 １科 １校 １科

その他 ２校 ２科 １校 １科

合計（延べ数） 281 科 282 科

R５ R４

実技検査 81 校 134 科 85 校 136 科

作 文 ８校 10 科 ９校 11 科

適応力検査 ９校 11 科 ８校 10 科

そ の 他 ２校 ３科 １校 ２科
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報告事項２－２ 令和４年７月 22 日

（件名）

令和５年度静岡県立高等学校中等部入学者選抜実施要領

（高校教育課）

（趣旨）

令和５年度静岡県立高等学校中等部入学者選抜を実施するに当たり、別添のとおり

実施要領を定めた。日程は以下のとおりである。

１ 日程

※土日休日を除く期間で実施する。

２ 募集定員

実 施 内 容 期間及び実施日

入学願書等の受付
令和４年12 月８日（木）

～12 月13 日（火）正午※

検査の実施等
総合適性検査及び作文 令和５年１月７日（土）

面接 令和５年１月８日（日）

選抜結果の通知

（小学校長及び受検者本人あてに通知する。）
令和５年１月18 日（水）

入学意思確認
令和５年１月18 日（水）

～１月 23 日（月）正午※

入学予定者の補充
令和５年１月24 日（火）

～１月27 日（金）

対 象 校 定 員

県立清水南高等学校中等部 105 人

県立浜松西高等学校中等部 140 人
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